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は   じ   め   に 
 

 １ 周辺地域への配慮等 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」という。）第 121条の 

規定により、使用済自動車等（使用済自動車、解体自動車、自動車破砕残さ及びエアバッグ類） 

については廃棄物とみなされるため、自動車リサイクル法以外に廃棄物の処理及び清掃に関する 

法律（以下「廃棄物処理法」という。）も適用されます。 

また、使用済自動車等の解体並びに破砕及び破砕前処理を行う者は、「長野市廃棄物の適正な 

処理 の確保に関する条例」（平成 22年条例第 66号。以下「条例」という。）に基づき、周辺 

地域の生活環境に及ぼす影響に対して十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を構築する 

ように努め、環境保全協定等の締結を求められたときは、誠実にその求めに応じるよう努める必要

があります。 

 

使用済自動車等の解体並びに破砕及び破砕前処理施設の設置にあたっての留意事項や周辺地域 

の範囲については、「廃棄物の処理施設の設置等に係る指針」を参照してください。 

 

廃棄物の処理施設の設置等に係る指針 

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21608.pdf 

 

 ２ 事業計画協議 

   自動車リサイクル法の規定に基づく解体業・破砕業の許可申請に先立ち、事業計画者が関係住民

に対して事前に事業計画を公表し、説明会を開催するなど条例に基づき事業計画協議を行う必要が

あります。 

   事業計画協議の詳細については、本手引きを参考に行ってください。 

また、事業計画概要及び事業計画に係る説明会実施にあたっては、「廃棄物処理施設の設置等に

係る事業計画概要説明会等の実施に関する指針」を参照してください。 

 

廃棄物処理施設の設置等に係る事業計画概要説明会等の実施に関する指針 

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21609.pdf 

 

   なお、条例に基づく事業計画協議が適用されない場合においても、１の周辺地域への配慮を行い、

円滑な事業を継続して行っていくためにも、自主的に関係住民等への説明を行うことが求められま

す。 

 

 

 ３ その他 

   条例により、解体業者及び破砕業者は、事業場に処理を行った使用済自動車の数量等の帳簿を 

備え置き、関係住民等の求めに応じて開示する必要があります。（本手引きＰ．15参照） 
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解体業・破砕業の許可申請等に必要な手続きについて 
 

解体業・破砕業の許可申請等に係る必要な手続きは、下記のとおりです。なお、フロー中の 
 
１ は、条例に基づく事業計画協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・【手引きＰ．２へ】 
 
  （ １ʹ は計画初期段階の手続きを １˝ は計画詳細段階の手続きを示します。） 
 
２ は、条例に基づく事業計画協議を要しない事前確認・・・・・・・・・【手引きＰ．８へ】 
 
３ は、自動車リサイクル法に基づく申請・届出等・・・・・・・・・・・【手引きＰ．11へ】 
 
 を示しています。 
 
  
 
 
許 可 申 請      新規許可申請              【 １ʹ → ２ → １˝】→ ３ 
 

         更新許可申請                           ３ 
 
変更許可申請     事業範囲の変更の許可申請         【 １ʹ → ２ → １˝】→ ３ 
 
             
 
 
 
 
変  更  届      業を行う事業所の所在地                   ２    ３ 

           事業の用に供する施設の概要                      

           保管場所の所在地に関する事項                           

   
             その他の変更※                           ３ 
 

※ 自動車リサイクル法第 61条第１項第１号、第２号（事業所の所在地を 
除く。）、第３号、第４号及び第６号（保管場所の所在地に関する事項の 
変更を除く。）並びに自動車リサイクル法第 68条第１項第１号、第３号 
（事業所の所在地を除く。）、第４号、第５号及び第７号（保管場所の所 
在地に関する事項の変更を除く。）に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※破砕業の事業の

範囲を変更する

場合 
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第１ 条例に基づく事業計画協議 
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【 事 前 確 認 手 続 き へ 】 
 

 

  【事業内容の事前確認手続きについて】 

事業計画概要説明会終了報告書を提出した後、事業計画者は、事業計画書の提出に先立ち、 

申請者が行おうとする事業内容が自動車リサイクル法の基準及び関係法令に抵触する部分が 

ないかどうか市に確認を求めることができます。 

    市は、事業内容を事前に確認し、法の基準及び関係法令に抵触する部分がないと判断した 

ときは「事前確認手続きに係る内容確認通知書」を送付します（Ｐ．５に説明がありますの 

でご覧ください。） 

 

（2) 
事業計画概要説明会
の開催通知書等 

事業計画概要書に
対する関係住民等
の意見 

（3) 
事業計画概要説明会
の終了報告 

事業計画概要説明会終
了報告書の公表等 

市 

《14日間縦覧》 

《30日間縦覧》 

・周辺地域の範囲 
・関係住民の範囲 
・説明会の開催に関する
事項 

・周辺地域の範囲 
・関係住民の範囲 
・説明会の開催の日時
及び場所 

事業計画概要書の公
表等 

事業計画者 

事業計画概要書に対す
る市長意見 

事業計画概要説明
会終了報告書の内
容に対する意見 

事業計画概要説明

会の周知及び開催 

・処理施設の種類等 
・周辺地域の範囲 
・関係住民の範囲 
・説明会の日時及び場
所 

（1) 
事業計画概要書の提
出 

関 係 住

民 

計画初期段階における手続きのフロー 

市長意見を尊重 

事業計画概要説明会

開催通知書を送付 

対象関係住民へ周

知 

廃棄物対策課に届出 

（8) 
事業計画概要書の変
更 

事業計画概要の

内容を周知 
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計画詳細段階における手続きのフロー 

市 関係住民 

《事業計画協議の終了ま

で縦覧》 

事業計画書の公表等 

事業計画者 

概要説明会終了報告書
の公表から 28 日を経過
した日以降に提出 

事業計画説明会の

周知及び開催 

写しを送付 

（6) 
見解書の送付・周知 

説明会の終了の翌日か
ら 30日以内 

見解書の公表等 

（4) 
事業計画書の提出 

事業計画書に対す
る関係住民等の意
見 

生活環境の保全及び合意形 
成の方法に関する事項等 

《30日間縦覧》 

事業計画書に対する
市長意見及び市長意
見の公表 

（5) 
事業計画説明会の開
催通知書等 

対象関係住民へ周

知 
廃棄物対策課に届出 

（8) 
事業計画書の変更 

（9) 
事業計画書の廃止 届出・公表 

（7) 
最終見解書の提出 

《30日間縦覧》 

最終見解書の公表 

関係住民へ周知 

 

－  事  業  計  画  協  議  の  終  了  － 

事業計画説明会開催

通知書を送付 

《30日間縦覧》 

写しを送付 

見解書に対する関

係住民等の意見 
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事 業 計 画 協 議 に あ た っ て の 留 意 点 
 

 解体業・破砕業の新規許可及び破砕業の変更許可を受けようとする事業計画者は、条例第 48条の 

規定による事前計画協議に関し、下記の手続きが必要となります。 

なお、更新許可を申請する者については、事業計画協議を行う必要はありません。 

 

１ 事業計画概要書又は事業計画書等の提出先 

  事業計画概要書又は事業計画書等の提出先は、環境部廃棄物対策課（以下、「廃棄物対策課」と 

いう。）です。書類を提出される場合は、事前にご相談ください。 
 

◎ 書類の提出を行政書士等の代理人を通じて行う場合は、提出者等の欄に提出者等に加え代理人の氏名
を併記して押印してください。また、委任状（以下の(ｱ)～(ｳ)に留意）を添付してください。 

 (ｱ) 委任の範囲は具体的に記載してください。 
 (ｲ) 行政書士の場合は登録番号（行政書士証票の番号）を記載してください。 
 (ｳ) 委任状の日付は、提出から３ヶ月以内としてください。 
 (ｴ) 委任状に申請者の押印は不要です。 

 

２ 提出部数 

  事業計画概要書、事業計画書等の提出部数は原則２部です。（この部数に事業者控え分は含まれ

ていません。） 

 

３ 事業計画書等のサイズ 

  事業計画書等はＡ４サイズ（日本産業規格Ａ列４番）とします。図面等の大きなものについては、

Ａ４サイズに折り込んでください。 

 

４ 事業計画の手続等について 

 （１）事業計画概要書の提出等について 

   解体業又は破砕業を行う場合は、許可（変更許可）申請を行う前に、事業計画概要書（様式１）

に１－１に掲げる書類を添付し、廃棄物対策課へ提出してください。 

また、事業計画概要の内容を関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により周知してくだ

さい。 

⇒ 周辺地域の選定にあたっては、「廃棄物処理施設の設置等に係る指針」 

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21608.pdfを、 

事業計画概要及び事業計画に係る説明会実施の詳細は、「廃棄物処理施設の設置等に係る事業

計画概要説明会等の実施に関する指針」 

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21609.pdfをそれぞれ参照してください。 
 

 （２）事業計画概要説明会開催通知書等について 

 事業計画概要書の提出後、書面により通知される市長の意見を参考に、周辺地域の範囲、関係住

民の範囲を決定し＊、事業計画概要説明会の開催日時及び場所を確定してください。なお、事業計

画概要説明会の実施に当たっては、事業計画概要説明会開催通知書（様式２）に必要な事項を記載

し、廃棄物対策課あて提出するとともに、事前に相当な期間をおいて対象関係住民の相当数が知り

得ると認められる方法によって説明会開催に係る周知を行ってから説明会を開催してください。 

＊市長の意見に基づいて決定した周辺地域を「対象周辺地域」、関係住民を「対象関係住民」

といいます。 
 

 （３）事業計画概要説明会終了報告書等について 

   事業計画概要説明会が終了した後、事業計画概要説明会終了報告書（様式３）に必要な事項を記

入し、廃棄物対策課へ提出してください。 

 

 

 

  

 

 

＜事前確認手続きについて＞ 
事業計画概要説明会終了報告書を提出した後、事業計画者は、事業計画書の提出に先立ち、申請者が行

おうとする事業内容が自動車リサイクル法等の基準に抵触する部分がないかどうか市に事前に確認を求め
ることができます。市は、事業計画の内容を事前に確認し、事前確認手続きの時点において、法の基準に
抵触する部分がないと判断したときは「事前確認手続きに係る内容確認通知書」を送付します。 
 なお、この事前確認手続きは、その内容、補正の状況等により相応の期間を要します。 
 事前確認手続きの詳細については、「第２ 事前確認」で定める手続きと同様となりますので、手引き
Ｐ．８を参照してください。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21608.pdf
https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/335/21609.pdf
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（４）事業計画書の提出について 

   事業計画概要書の説明が終了し、事業計画概要説明会終了報告書を提出した後（公表の翌日 

から 28日経過後）、事業計画書（様式４）に１－２に掲げる書類を添付して廃棄物対策課に 

提出してください。 

なお、事前確認手続きを受けた者にあっては、「事前確認手続きに係る内容確認通知書」を 

受領した後に、事業計画書を廃棄物対策課へ提出してください。 

また、事業計画書を事業計画協議が終了するまでの間、事業場等に備え置き、対象関係住民 

が閲覧できるようにしてください。 

 

（５）事業計画説明会開催通知書等について 

   事業計画書の提出後、事業計画説明会を開催するときは、事業計画説明会開催通知書（様式２）

に必要な事項を記載し廃棄物対策課あて提出するとともに、事前に相当な期間をおいて対象関係 

住民の相当数が知り得ると認められる方法によって説明会開催に係る周知を行ってから説明会を 

開催してください。 

 

 （６）見解書の送付・周知について 

   対象関係住民等から事業計画書に対する意見書の送付を受けたときは、見解書（様式５）に 

必要な事項を記入し、当該見解書の内容を対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法 

により周知を行ってください。 

   なお、見解書及び意見書の写しを廃棄物対策課へ提出してください。 

また、見解書を事業計画協議が終了するまでの間、事業場等に備え置き、対象関係住民が閲覧 

できるようにしてください。 

 

 （７）最終見解書について 

   事業計画に対する市長の意見を受けたときは、最終見解書（様式６）に必要な事項を記載し、 

廃棄物対策課へ提出してください。なお、当該最終見解書の提出をもって事業計画協議が終了 

するものとします。 

 

 （８）事業計画書等の変更について 

   事業計画概要書又は事業計画書の記載事項を変更しようとするときは、事業計画変更届出書 

（様式７）に必要な事項を記載し、廃棄物対策課へ提出してください。 

なお、変更届の内容によっては、事業計画協議の手続きの全部又は一部を再度実施するよう 

市長から勧告されることがあります。 

 

 （９）事業計画書の廃止について 

   事業計画を廃止するときは、事業計画廃止届出書（様式８）に必要な事項を記載し、廃棄物 

対策課へ提出してください。 

 

５ その他 

 （１） 同時期に、使用済自動車等の処理工程を含む事業計画について、産業廃棄物処理施設の 

設置許可に係る協議をしている場合は、解体業・破砕業の許可及び破砕業の変更許可に係る 

協議を省略できますので、事前に廃棄物対策課にご相談ください。 

 （２） 事業計画者が事業計画協議の一部又は全部を行わずに自動車リサイクル法に基づく許可 

申請等をしたときは、事業計画協議を行うべきことを市長から勧告されることがあります。 

また、事業計画に対する市長の意見に従わずに許可申請等をしたときは、期限を定めて、 

その事業計画の内容の変更その他必要な措置を講ずべきことを市長から勧告されることが 

あります。 

なお、事業計画者が当該勧告に従わない場合は、その勧告内容が公表されます。 
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添  付  書  類  等 

１－１ 事業計画概要書関係 

 
 (1) 当該施設の付近の見取図 

  (2) 処理工程図 

  (3) 処理施設の概要等を示す図面、カタログ等 

(4) 周辺地域の範囲を示す地図等 

(5) その他市長が必要と認める書類 

   

 

 

１－２ 事業計画書関係 

 

(1) 申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為（原本証明したもの） 

(2) 周辺地域の範囲を示す地図等 

(3) 解体業又は破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面図・断面図・ 

構造図）、設計計算書、付近の見取図（住宅地図等の写し） 

   (4) 関係法令に基づく手続きが必要な場合は、当該手続きがなされていることを証する書類 

  (5) その他市長が必要と認める書類 
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第２ 事前確認 
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事 前 確 認※ に あ た っ て の 留 意 点 

 

解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更

の届出をしようとする者は、その事業の内容の事前確認に関し、下記の手続きが必要となります。 
 
※条例に基づく事業計画協議において、事業計画概要説明会終了後に行う事前確認についても同様

の手続きとなります。 

 

１ 事前確認手続依頼書提出先 

  事前確認手続依頼書の提出先は、廃棄物対策課です。書類を提出される場合は、事前にご相談くだ

さい。 

 

２ 提出部数 

事前確認手続依頼書の提出部数は原則１部です（この部数に事業者控え分は含まれていません）。 

 

３ 事前確認手続依頼書のサイズ 

  事業計画書等はＡ４サイズ（日本産業規格Ａ列４番）とします。図面等の大きなものについては、

Ａ４サイズに折り込んでください。 

 

４ 事前確認手続依頼書の提出 

  解体業にあっては解体業事前確認手続依頼書（様式９）、破砕業にあっては破砕業事前確認手続

依頼書（様式 10）に２-１に掲げる書類のうち必要な書類を添付して提出してください。 
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添  付  書  類  等 

   

２－１ 事前確認手続依頼書関係 

 新
規
許
可 

変
更
許
可 

変

更

届 

(1) 欠格要件に該当しないことを誓約する書類（様式 20） ○ ○ ○ 

(2) 解体業又は破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面

図・断面図・構造図）、設計計算書、付近の見取図（住宅地図等の写し） 
○ ○ □ 

(3) 上記施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、

公図の写し、申請者が所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写

し）※ 

○ □ □ 

(4) 事業計画書及び収支見積書（解体業は様式 21、破砕業は様式 22） ○ ○ □ 

(5) 関係法令に基づく手続きが必要な場合は、当該手続きがなされていることを証す

る書類 
○ □ □ 

(6) 連絡先（様式 26） ○ □ □ 

(7) 関係住民への説明会の経過を記した書類*（出された意見・質問、意見・質問に

対する回答又は対応等並びに住民に対する説明資料の写しを含む。） 

＊地元区等と環境保全協定を結んだ場合は、当該協定書の写しを提出することに

より、説明会の経過を記した書類におきかえることができる。 

― ― ○ 

(8) その他市長が必要と認める書類 ○ □ □ 

 （注）(7)については、以下のいずれかに該当する者は添付不要です。 

・条例に基づく事業計画協議の途中で事前確認手続を受ける者 

・生活環境保全上の支障を生ずるおそれがないと認められる変更を行おうとする者 

○ 必ず添付する書類（該当のない項目については省略可能） 

□ 内容に変更のない場合省略可能な書類 

－ 添付不要な書類 

 

※ 所有権を有することを証する書類（不動産登記の登記事項証明書等）については、取得等の見込みの

場合は見込みであることを説明する書類を添付し、許可申請時に所有権を有することを証する書類を

必ず添付すること。 
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第３ 自動車リサイクル法に基づく申請・届出等 
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許 可 申 請 等 の フ ロ ー 

 許可を取得する場合や、許可取得後に生じる変更等の事項については、下記のような書類の提出が必要になり
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更届出書 

事業計画協議の終了 

事前確認手続きの終了 

産業廃棄物処置施設設置許可

（許  可） 

事 業 開 始 

許可申請書 

（許  可） 

【破砕業許可に関し、処理能力 5ｔ/日を超える廃プラスチッ

ク類の破砕施設を設置する場合】 

事前確認手続きの終了 

変更許可申請書 

許可申請書（更新） 

【業を行う事業所の所在地に関する事項を変更する場合】 

【事業の用に供する施設の概要に関する事項を変更する場合】 

【保管場所の所在地に関する事項を変更する場合】 
【破砕業の事業の範囲を変更する場合】 

【許可取得後5年ごと】 

【許可に係る業を廃止した場合は廃業等届出書の提出】 

事業計画協議の終了 
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許 可 申 請 等 に あ た っ て の 留 意 点 

 自動車リサイクル法の規定に基づく各申請・届出に係る手続きについては、下記のとおりです。 

 

 

１ 申請書等提出先 

  申請書等の提出先は、廃棄物対策課です。申請書等を提出される場合は事前にご相談ください。（届出等の

内容によっては郵送で受け付けることができる場合があります。） 

※行政書士等による代理人申請時の場合は、委任状を添付してください。  

なお、添付がない場合は、申請者本人以外の申請書類の訂正や差し替えを認められません。 

 

２ 提出部数 

  許可申請書等各種書類の提出部数は原則として１部です。（事業者控え分は含まれていません。） 

 

３ 申請手数料 

許可（更新許可・変更許可を含む。）申請等には申請手数料が必要です。手数料の額は次のとおりです。

（令和５年４月１日現在） 

 

  （１）解体業の新規許可・・・・・・・・・・78,000円 

  （２）解体業の許可の更新・・・・・・・・・70,000円 

  （３）破砕業の新規許可・・・・・・・・・・84,000円 

  （４）破砕業の許可の更新・・・・・・・・・77,000円 

  （５）破砕業の事業範囲の変更の許可・・・・75,000円 

 

４ 申請書等のサイズ 

  事業計画書等はＡ４サイズ（日本産業規格Ａ列４番）とします。図面等の大きなものについては、Ａ４サイ

ズに折り込んでください。 

 

５ 許可申請書等の提出 

 （１）新規許可申請について 

   事業計画協議終了後に施設（産業廃棄物処理施設を除く。）の設置を行い、設置が完了したら事業用施設

設置工事完了届出書（様式11）を提出し、施設の検査が済んでから、解体業にあっては解体業許可申請書

（様式12）に、破砕業にあっては破砕業許可申請書（様式13）に３－１に掲げる書類を添付して申請して

ください。 

なお、添付書類については省略可能な場合があります。（６参照） 

   また、破砕業で、処理能力が５ｔ/日を超える廃プラスチック類の破砕施設を設置する場合は、別途廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第15条に規定する廃棄物処理施設の設

置の許可を取得する必要があります。（８－（２）参照） 

 

 （２）変更許可申請について 

   破砕業の事業の範囲（破砕前処理のみ・破砕処理のみ・破砕前処理と破砕処理の両方）を変更する場合

は、事業計画協議終了後に施設（処理能力が５ｔ/日を超える廃プラスチック破砕施設を除く。）の設置を

行い、設置が完了したら事業用施設設置工事完了届出書（様式11）を提出し、施設の検査が済んでから破砕

業の事業範囲の変更許可申請書（様式14）に３－１に掲げる書類を添付して申請してください。 

なお、添付書類については省略可能な場合があります。（６参照） 

また、事業範囲の変更に伴い、処理能力が５ｔ/日を超える廃プラスチック破砕施設を設置する場合は、

別途廃棄物処理法第15条に規定する廃棄物処理施設の設置の許可を取得する必要があります。（８－（２）

参照） 

 

（３）更新許可申請について 

   解体業及び破砕業の許可は、許可取得後５年間に限り有効です。 
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それ以降も業を行う場合は、許可更新が必要となりますので、許可期限の２か月前までに、解体業にあ

っては解体業許可の更新申請書（様式12）に、破砕業にあっては破砕業許可の更新申請書（様式13）に３

－１に掲げる書類を添付して申請してください。添付書類については省略可能な場合があります（６参

照）。なお、許可期限前２ヶ月を過ぎて申請した場合、更新後の許可証交付が更新前の許可期限の後にな

る場合があります。 
 

（４）変更届について 

   ３－２に掲げる事項に変更があったときは、解体業にあっては解体業変更届出書（様式15）、破砕業にあ

っては破砕業変更届出書（様式16）と当該事項に係る３－２に掲げる書類と誓約書（様式20）を添付のう

え、変更の日から30日以内に届け出てください。 

   なお、業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更を行う場合

は、当該変更を行う前に事前確認手続きを行ってください。 

 

（５）廃業等届出について 

   許可に係る業を廃止した場合は、解体業にあっては解体業廃業等届出書（様式18）に、破砕業にあっては

破砕業廃業等届出書（様式19）に許可証を添付のうえ、廃止の日から30日以内に届け出てください。 

 

６ 添付書類の省略について 

  新規許可申請及び変更許可申請及び変更届の提出において、事前確認において提出された書類であってその

内容に変更がないものは、提出を省略することができます。 

  なお、更新許可申請の提出において、その内容に変更がない場合に限り、添付書類３－１のうち(2)及び(3)

を省略することができます。 

  いずれの場合も、その際は、添付書類の省略について（解体業は様式 23、破砕業は様式 24）を併せて提出

してください。 

 

７ 先行許可証について 

新規許可申請及び変更許可申請の提出において、他に解体業若しくは破砕業の許可又は廃棄物処理法の規

定による産業廃棄物処理業等の許可を受けていれば、添付書類３－１のうち(5)、(7)、(8)、(9)及び(10)を省

略することができます。 

なお、その際は、住民票等の省略について（様式25）と当該許可証の写しを添付してください 

 

８ その他 

 （１）許可基準について 

許可（更新の場合を含む）及び変更許可を受けようとする者が、次の要件のいずれをも満たしていなければ

許可できませんので、ご注意ください。 

ア 事業の用に供する施設及び申請者の能力（標準作業書を作業従事者に周知していること及び経理的基礎

を有すること）が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして一定の基準に適合しているこ

と。 

イ 自動車リサイクル法に規定する欠格要件に該当していないこと。 

 

 （２）廃棄物処理法の許可対象施設 

  破砕業の許可申請等の際に、処理能力が５ｔ/日を超える廃プラスチック類の破砕施設を設置する場合は、

自動車リサイクル法の申請等に先立ち、産業廃棄物処理施設の設置許可に係る事業計画協議、事前確認手続

き、廃棄物処理法に係る施設設置許可申請をしてください。なお、その場合は、破砕業の許可及び破砕業の変

更許可に係る事業計画協議を省略できます。 

  廃棄物処理法の手続きについては、廃棄物対策課へお問い合わせください。 

 

 （３）電子マニフェスト（移動報告）制度（自動車リサイクル法第 81条関係） 

自動車リサイクル法においては、各関連事業者等が使用済自動車の引取り・引渡しを行った際、一定期間

内にその旨を情報管理センター（(財)自動車リサイクル促進センター）に報告しなければならず、原則パソコ

ンによる電子情報にて報告をする電子マニフェスト（移動報告）制度を導入しています。 
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自動車リサイクル法に関する登録・許可（引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業）を受けた後は、情

報管理センター（(財)自動車リサイクル促進センター）の管理する自動車リサイクルシステムにおいて、事業

者登録の手続きを行ってください。 

なお、当該登録については下記にお問い合わせください。 

 

 

＜お問合わせ先＞ 

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター 

平日/９：００～１８：００ 土日・祝日/休業 

電話：０５０－３７８６－８８２２ 

 

自動車リサイクルシステムのホームページ（自動車リサイクル促進センター） 

http://www.jars.gr.jp/index.html 

 

 

 

（４）自動車リサイクル法に基づく義務について 

 解体業者及び破砕業者には、自動車リサイクル法に基づき、エアバッグ類の回収や自動車リサイクルシステ

ムによる移動報告等を行う義務があります。当該義務を行わないなど法に違反した場合は、命令や許可の取消

し等の行政処分を受けることがあります。 

 

９ 処理を行った使用済自動車等に係る記録及び閲覧 

   条例により、解体業者及び破砕業者は、事業場に帳簿を備え置き、関係住民等の求めに応じて開示すること

が必要となります。 

また、処理施設に係る下記の事項について記録し、その記録を３年間備え置いてください。なお、これら

の記録は、関係住民等からの閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒むことはできません。 

 

記 録 が 必 要 な 場 合 記 録 す る 事 項 備   考 

使用済自動車等を処理した場合※ 使用済自動車等の種類及び数量 各月ごとにまとめる 

生活環境影響調査に係る事項（大気

質、騒音、振動、悪臭、水質、地下

水）の測定を行った場合 

・測定位置 

・測定年月日 

・測定結果年月日 

・測定結果 

 

施設の点検を行った場合 
・点検年月日 

・点検結果 

 

   ※情報管理センターに対する移動報告をもって処理に関する記録に代えることは差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jars.gr.jp/index.html
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添  付  書  類  等 

  

３－１ 許可申請関係 

 

(1) 欠格要件に該当しないことを誓約する書面（様式20） 

(2) 解体業又は破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面図・断面図・構造

図）、設計計算書、付近の見取図（住宅地図等の写し） 

(3) 上記施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公図の写し、申請者が

所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写し） 

(4) 事業計画書及び収支見積書（解体業は様式21、破砕業は様式22） 

(5) 申請者が個人の場合には、住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載のあるも

の）、登記事項証明書※ 

(6) 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為（原本証明したもの）及び商業・法人登記の登記事項

証明書※ 

(7) 申請者が法人である場合は、役員の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載の

あるもの）、登記事項証明書※ 

(8) 申請者が法人である場合は、発行済株式総数又は出資の額の100分の5以上を占める者の、株式数又は出

資金額を記載した書類並びに住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載のあるも

の）及び登記事項証明書又は商業・法人登記の登記事項証明書※ 

(9) 本店・支店、契約締結権原を有する場所の代表者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及

び筆頭者の記載のあるもの）、登記事項証明書※ 

  (10) 申請者が未成年者で、その法定代理人が個人である場合は、法定代理人の住民票の写し（本籍地（外

国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載のあるもの）、登記事項証明書※  

(11) 申請者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、法定代理人の定款又は寄付行為及び商業・

法人登記の登記事項証明書、役員の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載のあ

るもの）及び登記事項証明書※ 

(12) 連絡先（様式26） 

  (13) 標準作業書の写し 

(14) その他市長が必要と認める書類 
 
※ 住民票の写し、登記事項証明書（本手引Ｐ.63 別紙１参照）及び商業・法人登記の登記事項証明書又は履歴事項

全部証明書は、申請日前３か月以内に発行されたものとする。  

また、商業・法人登記の登記事項証明書について、新規許可申請以外の場合は「履歴事項全部証明書」とする。 
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３－２ 変更届出書関係 

※ 住民票の写し、登記事項証明書（本手引Ｐ.63 別紙１参照）及び商業・法人登記の登記事項証明書は、申請日前

３か月以内に発行されたものとする。 

変更事項 添付書類 

氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名 

・定款又は寄付行為、商業･法人登記の登記事項証明書（履歴事項全部証明書等

の変更履歴のわかるもの） 

・住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載があるも

の）、登記事項証明書※ 

事業所の名称及び所在地 

（所在地を変更する場合は、以下の書類。） 

・施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面図・断面図・構造図）、設計計

算書、付近の見取り図（住宅地図等の写し） 

・施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公

図の写し、申請者が所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写

し） 

役員（相談役、顧問等を含む。）

の氏名及び住所 

・新任者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載があ

るもの）、登記事項証明書※ 

・商業･法人登記の登記事項証明書（変更履歴のわかるもの） 

・役員等の変更に係る新旧対照表（様式17） 

令第５条に定める使用人の氏名及

び住所 

・新任者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載があ

るもの）、登記事項証明書※ 

・役員等の変更に係る新旧対照表（様式17） 

法定代理人が個人の場合で、その

氏名及び住所 

・新任者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載があ

るもの）、登記事項証明書※ 

・役員等の変更に係る新旧対照表（様式17） 

法定代理人が法人の場合で、その

名称及び住所、その代表者の氏名 
・定款又は寄付行為（原本証明をしたもの）及び商業･法人登記の登記事項証明

書（履歴事項全部証明書等の変更履歴のわかるもの） 

法定代理人が法人の場合で、その

役員の氏名及び住所 

・新任者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載があ

るもの）、登記事項証明書※ 

・商業･法人登記の登記事項証明書（変更履歴のわかるもの） 

・役員等の変更に係る新旧対照表（様式17） 

事業の用に供する施設の概要 

・施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面図・断面図・構造図）、設計計

算書、付近の見取り図（住宅地図等の写し） 

・施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公

図の写し、申請者が所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写

し） 

標準作業書の記載事項 ・標準作業書の写し 

解体業、破砕業又は産業廃棄物処

理業の許可を受けている場合は、

当該許可番号 

・当該許可証の写し 

業を行う事業所以外の場所で解体

自動車等の積替え又は保管を行う

場合には、当該場所に関する所在

地、面積、保管の上限 

・施設の構造を明らかにする図面（平面図・立面図・断面図・構造図）、設計計

算書、付近の見取り図（住宅地図等の写し） 

・施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公

図の写し、申請者が所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写

し） 

破砕業の用に供する施設が、廃棄

物処理施設の設置許可を受けてい

る場合は、当該許可年月日及び許

可番号 

・当該許可証の写し 

発行済株式総数の 100分の５以上

の株式を有する株主又は出資の額

の 100分の５以上の額に相当する

出資をしている者の氏名又は名称

及び住所 

・新任者の住民票の写し（本籍地（外国人の場合は国籍）及び筆頭者の記載のあ

るもの）、登記事項証明書※  

・商業･法人登記の登記事項証明書（履歴事項全部証明書等の変更履歴のわかる

もの）  

・役員等の変更に係る新旧対照表（様式17）  
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(様式１) 【様式第18号（第45条関係）】 

 

  事業計画概要書 

 

     年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

       法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

  ○○事業計画の概要について、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第49条の 

規定により提出します。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

※変更の概要 

変更前 変更後 

  

※周辺地域の範囲及びその根拠 

範

囲 
 

根

拠 
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※関係住民の範囲及びその根拠 

範

囲 
 

根

拠 
 

※事業計画概要説明会の開催の 

日時及び場所 

日

時 

 

 

 

 

場

所 

所在地 

 

会場名 

 

    備考 

     １ 「変更の概要」の欄は、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第48 

条第４号、第６号、第10号、第14号、第16号、第19号、第23号又は第27号に係 

る許可申請等をしようとする場合に記載すること。 

     ２ ※欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別 

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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 (様式２) 【様式第20号（第49条、第53条関係）】 

 

事業計画概要説明会開催通知書 

事業計画説明会開催通知書 

 

    年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

     法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    事業計画概要説明会（事業計画説明会）を開催するので、長野市廃棄物の適正な処 

理の確保に関する条例第53条第３項（第57条第２項）の規定により通知します。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

事業計画概要説明会（事業計画

説明会）の日時及び場所 

日
時 

 

 

 

 

場
所 

所在地 

 

会場名 
 

    備考 「事業計画概要説明会（事業計画説明会）の日時及び場所」の欄にその記載 

事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載 

し、別紙を添付すること。 
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(様式３) 【様式第21号（第50条関係）】 

 

  事業計画概要説明会終了報告書 

 

      年  月  日   

    （宛先）長野市長      

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

             法人にあっては、主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    事業計画概要説明会の終了（全部又は一部を開催しなかったこと）について、長野 

市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第54条第１項の規定により報告します。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃棄

物に石綿含有廃棄物が含まれる場合

は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用に

供される場所の面積及び埋立容量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

周
知
に
関
す
る

事
項 
※ 

周知の方法  

周知をした地域  

周知をした期間 年  月  日から  年  月  日まで 

開
催
に
関
す
る
事
項 

 

※ 

日時  

場所 
所在地 

会場名 

参加者数                 名 

説明内容及び説明方法並び

に説明を行った者の氏名及

び役職名 

 

質疑の概要  

説明会の全部又は一部を開

催 し な か っ た 場 合 に 

あっては、その理由 

 

   備考 

    １ 「周知に関する事項」の欄及び「開催に関する事項」の欄は、事業計画概 

要説明会ごとに記載すること。 

    ２ 説明のために使用した資料を添付すること。 

    ３ ※欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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  (様式４) 【様式第23号（第51条関係）】 

 

  事業計画書 

 

    年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

                           法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    事業計画について、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第55条第１項の 

規定により提出します。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

※変更の概要 

 

変更前     変更後     

  

※廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画 

 

排ガスの性状、放流水の水質

等について対象周辺地域の生

活環境の保全のため達成する

こととした数値 

 

排ガスの性状及び放流水の水

質の測定頻度に関する事項 
 

その他廃棄物の処理施設の維

持管理に関する事項 
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※廃棄物の処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 

 

廃棄物の処理施設の位置  

廃棄物の処理施設の処理方式  

廃棄物の処理施設の構造及び

設備 
 

処理に伴い生ずる排ガス及び

排水の量及び処理方法（排出

の方法（排出口の位置、排出

先等を含む。）を含む。) 

 

設計計算上達成することがで

きる排ガスの性状、放流水の

水質その他の生活環境への負

荷に関する数値 

 

 

悪臭の発散並びに著しい騒音

及び振動の発生を防止するた

めの措置 

 

その他廃棄物の処理施設の構

造等に関する事項 
 

※最終処分場の災害防止のための

計画 
 

※最終処分場を廃止した後の最終

処分場の跡地の利用に関する計

画 
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※廃棄物の搬入及び搬出の時間及

び方法に関する事項 
 

※廃棄物の処理施設の設置の場所

に係る法令等による土地利用に

係る規制の状況に関する事項 

 

※対象周辺地域の生活環境に及ぼ

す影響についての調査の実施方

法に関する事項 

 

※廃棄物の処理に伴い生ずる廃棄物の種類及び処理の方法に関する事項 

 

 

 

 

種類  

区分 自家処理  ・  委託処理 

 

 

処理の方法 

 

(処理を委託する予定の業者の氏名又は名称及び許可番号) 

 

※対象周辺地域の範囲  

※対象関係住民の範囲  
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事業計画書の閲覧の場所、期間及び時間 

場所  

期間 年  月  日から  年  月  日まで 

時間 時から   時まで 

    備考 

     １ ※欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別 

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

     ２ 「変更の概要」の欄は、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例（以 

下「条例」という。）第48条第３号、第４号、第６号、第９号、第10号、第13 

号、第14号、第16号、第19号、第22号、第23号、第26号又は第27号に係る許可 

申請等をしようとする場合に記載すること。 

     ３ 「対象周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の実施方法に関する 

事項」の欄は、条例第48条第５号、第６号、第15号又は第16号に掲げる許可の 

申請をしようとする場合に記載すること。 
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(様式５) 【様式第25号（第55条関係）】 

 

  見 解 書 

 

    年  月  日   

 

（宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

      法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第59条第１項の規定による意見書に 

対する見解については、次のとおりです。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

※送付された意見の内容（要旨）  

※見解の内容  

    備考 ※欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別 

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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(様式６) 【様式第26号（第59条関係）】 

 

  最終見解書 

 

    年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

             法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    市長の意見に対する見解について、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 

第64条第１項の規定により提出します。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

市長の意見に対する見解  

    備考 「市長の意見に対する見解」の欄にその記載事項のすべてを記載することが 

できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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(様式７) 【様式第27号（第60条関係）】 

 

  事業計画変更届出書 

 

    年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

            法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    事業計画の変更について、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第65条第 

１項の規定により届け出ます。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

変更の内容 

変更前 変更後 

  

    備考 

     １ 「廃棄物の処理施設の設置の場所」から「廃棄物の処理施設の処理能力」ま 

での各欄については、事業計画書に記載した内容を記載すること。 

     ２ 「変更の内容」の欄にその記載事項のすべてを記載することができないとき 

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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(様式８) 【様式第28号（第61条関係）】 

 

  事業計画廃止届出書 

 

    年  月  日   

 

     （宛先）長野市長 

 

住 所                 

氏 名                

連絡先（電話）             

            法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

    事業計画の廃止について、長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第66条第 

１項の規定により届け出ます。 

 

廃棄物の処理施設の設置の場所  

廃棄物の処理施設の種類  

処理を行う廃棄物の種類（当該廃

棄物に石綿含有廃棄物が含まれる

場合は、その旨を含む。） 

 

廃棄物の処理施設の処理能力（廃

棄物の最終処分場である場合に 

あっては、廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容

量） 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間 

ｔ／時間 

埋立地（積替保管場所）の面積    ㎡ 

埋立（保管）容量          ㎥ 

廃止の理由  

  備考 「廃止の理由」の欄にその記載事項のすべてを記載することができないとき 

は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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（様式９） 

 

解 体 業 事 前 確 認 手 続 依 頼 書（ 新規 ・ 変更届 ） 

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

 

                     氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 下記のとおり使用済自動車の解体業に係る事前確認手続依頼書を提出しますから、確認してください。 

 

 

事業所の名称及び所在地 

 
名 称 

 

 

所在地 

（郵便番号） 

 

電話番号 

 

 

事業の用に供する施設の概要 

 

 

 

変更の内容※ 

新 旧 

 

 

 

 

 

変更の理由※ 

 

 

他に解体業又は破砕業の許可（他の都

道府県のものを含む。）を有している

場合にあっては、その許可番号（申請

中の場合にあっては、申請年月日） 

 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

  

他に廃棄物処理法に基づく産業廃棄物

処理業の許可（他の都道府県のものを

含む。）を有している場合にあって

は、その許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

  

解体業を行おうとする事業所以外の場

所で使用済自動車又は解体自動車の積

替え又は保管を行う場合には、当該場

所の所在地、面積及び保管量の上限 
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標準作業書の記載事項 

 使用済自動車及び解体自動車の保管

方法 

 

 

 

廃油及び廃液の回収、事業所からの

流出の防止及び保管の方法 

 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の解体

の方法（指定回収物品及び鉛蓄電池

等の回収の方法を含む。） 

 

 

油水分離装置及びためます等の管理

の方法（これらを設置する場合に限

る。） 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の解体

に伴って生じる廃棄物（解体自動車

及び指定回収物品を除く。）の処理

の方法 

 

使用済自動車又は解体自動車から分

離した部品、材料その他の有用なも

のの保管方法 

 

 

使用済自動車及び解体自動車の運搬

方法 

 

 

 

解体業の用に供する施設の保守点検

の方法 

 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

 

備考 １ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を繰り

返し設け、事業所ごとに記載すること。 

２ 「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することで

も可能とする。 

３ 「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ ※の欄は変更の届出をしようとする場合に記載すること。 
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（様式10） 

 

破 砕 業 事 前 確 認 手 続 依 頼 書（ 新規 ・ 変更許可・変更届 ） 

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

 

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号                

 

 下記のとおり使用済自動車の破砕業に係る事前確認手続依頼書を提出しますから、確認してください。 

 

 

事業の範囲 
 

 

事業所の名称及び所在地 

 
名 称 

 

 

所在地 

（郵便番号） 

 

電話番号 

 

 

事業の用に供する施設の概要 

 

 

 

当該施設について廃棄物処理施設の設

置の許可を受けている場合には、その

許可の年月日及び許可番号 

年   月   日 第         号 

変更の内容※ 

新 旧 

 

 

 

 

 

変更の理由※ 

 

 

他に解体業又は破砕業の許可（他の都

道府県のものを含む。）を有している

場合にあっては、その許可番号（申請

中の場合にあっては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

 

 

 

 

他に廃棄物処理法に基づく産業廃棄物

処理業の許可（他の都道府県のものを

含む。）を有している場合にあって

は、その許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 
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備考 １ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を繰り

返し設け、事業所ごとに記載すること。 

２ 「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することで

も可能とする。 

３ 「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

５ ※の欄は変更の届出をしようとする場合に記載すること。 

 

 

 

破砕業を行おうとする事業所以外の場

所で使用済自動車又は解体自動車又は

自動車破砕残さの積替え又は保管を行

う場合には、当該場所の所在地、面積

及び保管量の上限 

 

標準作業書の記載事項 

 解体自動車の保管の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕前処理を行う場合

にあっては、解体自動車の破砕前処

理の方法 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあっ

ては、解体自動車の破砕の方法 

 

 

 

排水処理施設の管理の方法（排水処

理施設を設置する場合に限る。） 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあっ

ては、自動車破砕残さの保管の方法 

 

 

 

解体自動車の運搬の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあっ

ては、自動車破砕残さの運搬の方法 

 

 

 

破砕業の用に供する施設の保守点検

の方法 

 

 

 

火災予防上の措置 
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（様式11） 

事 業 用 施 設 設 置 工 事 完 了 届 出 書 

 

  年  月  日 

   （宛先）長野市長 

  

                          届出者 

住 所 

 

氏 名                 

                               法人にあっては、主たる事務所の 

                               所在地、名称及び代表者の氏名 

 

                            電話番号 

 

 

  年   月   日付けで事前確認通知のあった事業用施設について、下記のとおり設置工事が完了しま

したので届け出ます。 

 

記 

 

 

  １  施 設 名 

 

 

 

  ２  完 了 年 月 日             年    月    日 

 

 

 

  ３  使用開始予定年月日             年    月    日 
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（様式12）【省令様式第５号（省令第55条関係）】 

 

解体業 

許 可 

申請書 

許可の更新 

 
 

 

※許可番 号  

※許可年月日  

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第 61条第１項の規定により、必要な書類を添えて解体業の許可

(許可の更新)を申請します。 

 

事業所の名称及び所在地 

 
名 称 

 

 

所在地 

（郵便番号） 

 

電話番号 

事業の用に供する施設の概要 

 

 

 

 

 

 

他に解体業又は破砕業の許可（他の

都道府県のものを含む。）を有して

いる場合にあっては、その許可番号

（申請中の場合にあっては、申請年

月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

  

他に廃棄物処理法に基づく産業廃棄

物処理業の許可（他の都道府県のも

のを含む。）を有している場合にあ

っては、その許可番号（申請中の場

合にあっては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

  

解体業を行おうとする事業所以外の

場所で使用済自動車又は解体自動車

の積替え又は保管を行う場合には、

当該場所の所在地、面積及び保管量

の上限 
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役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入すること｡） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつその法定代理人が個人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
住      所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人であ

る場合に記入すること。）  

 

名 称  

 

（ふりがな）  

代表者  

の氏名  

 

住 所  
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法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であ

り、かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。）  

 
（ふりがな） 氏 名 役職名 

 

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する

出資をしている者（法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるときに記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏名又は名称 
住      所 

保有する株式の数 

又は出資の金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

標準作業書の記載事項 

 使用済自動車及び解体自動車の保

管の方法 

 

 

廃油及び廃液の回収、事業所から

の流出の防止及び保管の方法 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の解

体の方法（指定回収物品及び鉛蓄

電池等の回収の方法を含む。） 

 

 

油水分離装置及びためます等の管

理の方法（これらを設置する場合

に限る。） 

 

 

使用済自動車又は解体自動車の解

体に伴って生じる廃棄物（解体自

動車及び指定回収物品を除く。）

の処理の方法 

 

使用済自動車又は解体自動車から

分離した部品、材料その他の有用

なものの保管の方法 

 

 

使用済自動車及び解体自動車の運

搬の方法 
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解体業の用に供する施設の保守点

検の方法 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

 

△手数料欄 

 

 

備考１ △印の欄は、記入しないこと。 

２ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。 

３ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を繰り返

し設け、事業所ごとに記載すること。 

４「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することでも

可能とする。 

５「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当するすべて

の者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を

添付すること。 

６「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。 

７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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（様式13）【省令様式第８号（省令第60条関係）】 

 

破砕業 

許 可 

申請書 

許可の更新 

 
 

 

※許可番 号  

※許可年月日  

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名              

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第６８条第１項の規定により、必要な書類を添えて破砕業の許

可(許可の更新)を申請します。 

 

事業の範囲 
 

 

事業所の名称及び所在地 

 
名 称 

 

 

所在地 

（郵便番号） 

 

電話番号 

事業の用に供する施設の概要 

 

 

 

 

 

 

当該施設について廃棄物処理施設の

設置の許可を受けている場合には、

その許可の年月日及び許可番号 

年   月   日 第         号 

他に解体業又は破砕業の許可（他の

都道府県のものを含む。）を有して

いる場合にあっては、その許可番号

（申請中の場合にあっては、申請年

月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 

  

他に廃棄物処理法に基づく産業廃棄

物処理業の許可（他の都道府県のも

のを含む。）を有している場合にあ

っては、その許可番号（申請中の場

合にあっては、申請年月日） 

都道府県・市名 
許可番号（申請中の場合にあ

っては、申請年月日） 
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破砕業を行おうとする事業所以外の

場所で使用済自動車又は解体自動車

又は自動車破砕残さの積替え又は保

管を行う場合には、当該場所の所在

地、面積及び保管量の上限 

 

役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

  

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入すること｡） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつその法定代理人が個人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
住      所 

 

 

 

 

 

 

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人であ

る場合に記入すること。） 

 

名 称  

 

（ふりがな）  

代表者  

の氏名  

 

住 所  

 



   - 43 - 

法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であ

り、かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 
（ふりがな） 氏 名 役職名 

   

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する

出資をしている者（法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるときに記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏名又は名称 
住      所 

保有する株式の数 

又は出資の金額 
 

 

 

 

 

 

 

  

標準作業書の記載事項 

 解体自動車の保管の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕前処理を行う場

合にあっては、解体自動車の破砕

前処理の方法 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、解体自動車の破砕の方法 

 

 

 

排水処理施設の管理の方法（排水

処理施設を設置する場合に限

る。） 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、自動車破砕残さの保管の

方法 

 

 

解体自動車の運搬の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、自動車破砕残さの運搬の

方法 
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破砕業の用に供する施設の保守点

検の方法 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

 

△手数料欄 

 
 

備考１ △印の欄は、記入しないこと。 

２ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。 

３ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を繰り返

し設け、事業所ごとに記載すること。 

４「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付することでも

可能とする。 

５「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当するすべて

の者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を

添付すること。 

６「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。 

７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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（様式 14）【省令様式第10号（省令第 63条関係）】 

破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長  

 

（郵便番号）               

 住  所                

                      氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第７０条第１項の規定により、必要な書類を添えて破砕業の事

業の範囲の変更の許可を申請します。 

 

許可の年月日及び許可番号 年   月   日  第         号 

変更の内容 

 

 

 

 

 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

変更に係る破砕業の用に供する施設

の概要 

 

 

 

 

 

 

当該施設について産業廃棄物処理施

設の設置の許可を受けている場合に

は、その許可の年月日及び許可番号 

 

 

   年   月   日  第         号 

 

 

破砕業を行おうとする事業所以外の

場所で解体自動車又は自動車破砕残

さの積替え又は保管を行う場合に

は、当該場所の所在地、面積及び保

管量の上限 
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役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

  

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入すること｡） 

 （ふりがな） 

氏   名 
役職名 住      所 

 

 

 

 

 

 

 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつその法定代理人が個人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏   名 
住      所 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人であ

る場合に記入すること。） 

 

名 称  

 

（ふりがな）  

代表者  

の氏名  

 

住 所  
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法定代理人の役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。未成年者であ

り、かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 氏 名 役職名 

   

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する

出資をしている者（法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるときに記入するこ

と。） 

 （ふりがな） 

氏名又は名称 
住      所 

保有する株式の数 

又は出資の金額 

 

 

 

 

 

 

 

  

標準作業書の記載事項 

 解体自動車の保管の方法 

 

 

 

 

解体自動車の破砕前処理を行う場

合にあっては、解体自動車の破砕

前処理の方法 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、解体自動車の破砕の方法 

 

 

 

排水処理施設の管理の方法（排水

処理施設を設置する場合に限

る。） 

 

 

解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、自動車破砕残さの保管の

方法 

 

 

解体自動車の運搬の方法 
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解体自動車の破砕を行う場合にあ

っては、自動車破砕残さの運搬の

方法 

 

 

破砕業の用に供する施設の保守点

検の方法 

 

 

火災予防上の措置 

 

 

 

△手数料欄 

 
 

備考１ △印の欄は、記入しないこと。 

２ 「変更に係る破砕業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付

することでも可能とする。 

３「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当するすべて

の者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を

添付すること。 

４「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とする。 

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 49 - 

 

（様式 15）【省令様式第７号（省令第 58条関係）】 

 

解体業変更届出書 

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号                

 

年   月   日付け第           号で許可を受けた以下の事項について変更したので、使

用済自動車の再資源化等に関する法律第６３条第１項の規定により、必要な書類を添えて届け出ます。 

 

変更の内容 

新 旧 

  

変更の理由  

備考  １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人

が自署するものとする。 
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（様式 16）【省令様式第11号（省令第 64条関係）】 

 

破砕業変更届出書 

 

年   月   日 

 

（宛先）長野市長 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号                

 

年   月   日付け第           号で許可を受けた以下の事項について変更したので、使

用済自動車の再資源化等に関する法律第７１条第１項の規定により、必要な書類を添えて届け出ます。 

 

変更の内容 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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（様式 17） 

 
役員等の変更に係る新旧対照表 

 

※ 役員、相談役、顧問、法定代理人、政令で定める使用人および 100分の５以上出資している者の変更につい

て記載すること。 

 

新 役 員 等 旧 役 員 等 

役職名 氏  名 出資の割合 役職名 氏  名 出資の割合 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注１） 新旧ともに全ての役員を記載すること。 

注２） 新任者及び退任者については、その旨カッコ書きで記入すること。 
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（様式 18） 

 

 

解体業廃業等届出書 

 

年  月  日    

 

 

（宛先）長野市長 

 

 

 

（郵便番号）                

住  所                 

氏  名                

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 電話番号                 

 

 

  使用済自動車の再資源化等に関する法律第６４条の規定により届け出ます。 

 

 

 １ 許可番号及び許可年月日 

 

 

２ 廃業等の理由    死亡・合併・破産・解散・廃業 

 

  

 ３ 廃業等をした日 

 

 

４ 届出をした者と廃業等をした解体業者との関係 

 

             相続人・元役員・破産管財人・清算人・本人 

 

 

 ５ 保管している使用済自動車又は解体自動車の取扱い 
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（様式 19） 

 

 

破砕業廃業等届出書 

 

年  月  日    

 

 

（宛先）長野市長 

 

 

 

（郵便番号）                

住  所                 

氏  名                

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 電話番号                 

 

 

  使用済自動車の再資源化等に関する法律第７２条の規定により届け出ます。 

 

 

 １ 許可番号、許可年月日及び事業の範囲 

 

 

２ 廃業等の理由    死亡・合併・破産・解散・廃業 

 

  

 ３ 廃業等をした日 

 

 

４ 届出をした者と廃業等をした破砕業者との関係 

 

             相続人・元役員・破産管財人・清算人・本人 

 

 

 ５ 保管している解体自動車等の取扱い 
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（様式 20） 

誓       約       書 

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６２条第１項第２号に規定する欠格要件 

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定める者又は破産者で復権を 

得ないもの 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない

者 

ハ この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの（注

１）若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。第３２条の３第７項及び第３２条の１１第１項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治４０年法律

第４５号）第２０４条（傷害罪）、第２０６条（現場助勢罪）、第２０８条（暴行罪）、第２０８条の２（凶器

準備集合罪）、第２２２条（脅迫罪）若しくは第２４７条（背任罪）の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律

（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過しない者 

ニ 第６６条（第７２条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第７条の４若しくは第１４条

の３の２（廃棄物処理法第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４１条第２項

の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人

である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による

通知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。）であった者

で当該取り消しの日から５年を経過しないものを含む。） 

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」

という。） 

 ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するも

の 

 チ 法人でその役員又は政令で定める使用人（注２）のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの 

 リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

ヌ 個人で政令で定める使用人（注２）のうちにイからへまでのいずれかに該当する者のあるもの 

  

注１）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは、大気汚染防止法、騒音規 

制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化 

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

注２）政令で定める使用人とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者であるもの 

（１）本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

（２）継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を 

締結する権限を有する者を置くもの 

 

申請者は、上記のいずれにも該当しないことを申し立てます。 

                                  年   月   日 

 

       住所 

                                    

 

       氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）                     
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（様式 21） 

 

事業計画書及び収支見積書（解体業） 

 

年  月  日 現在作成 

 

１． 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日、扱う車種（乗用車、大型車）を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フロー概略図を添付） 

業務時間 ： ～ ：  従業員数     人 休業日  

 

２． 使用済自動車等の引取実績及び計画 

 

年   度 
＿年度実績 

（３年前） 

＿年度実績 

（２年前） 

＿年度実績 

（１年前） 

許可取得後の 

年 間 計 画 

引 取 台 数 台 台 台 台 

主 な 引 取 先 

 

 

   

 

３． 解体実績 

 

年   度 
＿年度実績 

（３年前） 

＿年度実績 

（２年前） 

＿年度実績 

（１年前） 

年間処理実績 台 台 台 

年間稼働日数 日 日 日 

平均処理実績 台/日 台/日 台/日 
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４． 解体能力 

 

１日当処理能力 稼働予定日数 年間処理能力 

台/日 日 台 

 

５． 保管の状況 

 

使 用 済 自 動 車 解 体 自 動 車 

保管量の上限 
台 

（      台） 
保管量の上限 

台 

（      台） 

現在保管量 
台 

（      台） 
現在保管量 

台 

（      台） 

※事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で（ ）に記入すること 

 

６． 年間収支見積書 

年  月  日現在作成 

項 目 前年度（  年） 

（決算月（  月）） 

今年度の見込み 

（決算月（  月）） 

年度 （１台当） 年度 （１台当） 

（千円） （円） （千円） （円） 

売上高（全体） ア（総売上収入）     

売上原価 イ(使用済自動車等購入費)     

経費 ウ     

 
うち廃棄物処

理委託費 
エ     

営業利益 オ＝ア－イ－ウ     

営業外損益 カ（主に支払利息（注））     

経常利益 キ＝オ＋カ     

使用済自動車等年間引取台数     

使用済自動車等年間処理台数     

（参考） 

 前 年 度 末 現  在 

負債総額（年度末残高）   （千円）   

（注）１ 「１台当」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ること。 

   ２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合はマイナスで計上すること。 
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（様式 22） 

 

事業計画書及び収支見積書（破砕業） 

 

年  月  日 現在作成 

 

１． 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日、扱う車種を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フロー概略図を添付） 

業務時間 ： ～ ：  従業員数     人 休業日  

 

２． 解体自動車等の引取実績及び計画 

 

年   度 
＿年度実績 

（３年前） 

＿年度実績 

（２年前） 

＿年度実績 

（１年前） 

許可取得後の 

年 間 計 画 

引 取 台 数 台 台 台 台 

主 な 引 取 先 

 

 

   

 

３． 破砕実績 

 

年   度 
＿年度実績 

（３年前） 

＿年度実績 

（２年前） 

＿年度実績 

（１年前） 

年間処理実績 台 台 台 

年間稼働日数 日 日 日 

平均処理実績 台/日 台/日 台/日 
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４． 破砕等能力 

 

１日当処理能力 稼働予定日数 年間処理能力 

台/日 日 台 

 

５． 保管の状況 

 

解 体 自 動 車 A  S  R 

保管量の上限 台（ｍ3） 保管量の上限 ｍ3 

現在保管量 台（ｍ3） 現在保管量 ｍ3 

 

６． 年間収支見積書 

年  月  日現在作成 

項 目 前年度（  年） 

（決算月（  月）） 

今後の見込み 

（年間） 

年度 （１台当） 年度 （１台当） 

（千円） （円） （千円） （円） 

売上高（全体） ア（総売上収入）     

経費 イ     

 
うち廃棄物処

理委託費 
ウ     

営業利益 エ＝ア－イ     

営業外損益 オ（主に支払利息（注））     

経常利益 カ＝エ＋オ     

解体自動車等年間引取台数     

解体自動車等年間処理台数     

（参考） 

 前 年 度 末 現  在 

負債総額（年度末残高）   （千円）   

（注）１ 「１台当」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ること。 

   ２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合はマイナスで計上すること。 
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（様式 23） 

〈解体業〉 

 

添付書類の省略について 

 

 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 

 

 （解体業許可申請書・解体業許可の更新申請書・解体業変更届出書）の提出に当たり、下記の○を付し

た添付書類については、 

 

・   年  月  日付けで提出した解体業事前確認手続依頼書 

・   年  月  日付けで提出した解体業許可申請書 

・   年  月  日付けで提出した解体業許可の更新申請書 

・   年  月  日付けで提出した解体業変更届出書 

 

の内容と変更がありませんので添付しません。 

 

記 

 

１ 誓約書 

 

２ 解体業の用に供する施設の構造を明らかにする図面（平面図、立面図、断面図、構造図）、設計

計算書、付近の見取図（住宅地図等の写し） 

  

３ ２ に掲げる施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公図の

写し、申請者が所有権を有しない場合は、先に加え、賃貸借契約書の写し） 

 

４ 事業計画書及び収支見積書 

 

５ 連絡先 
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（様式 24） 

〈破砕業〉 

 

添付書類の省略について 

 

 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 

 （破砕業許可申請書・破砕業許可の更新申請書・破砕業の事業の範囲の変更許可申請書・破砕業変更届

出書）の提出に当たり、下記の○を付した添付書類については、 

 

・   年  月  日付けで提出した破砕業事前確認手続依頼書 

・   年  月  日付けで提出した破砕業許可申請書 

・   年  月  日付けで提出した破砕業許可の更新申請書 

・   年  月  日付けで提出した破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 

・   年  月  日付けで提出した破砕業変更届出書 

 

の内容と変更がありませんので添付しません。 

 

記 

 

１ 誓約書 

 

２ 破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面（平面図、立面図、断面図、構造図）、設計

計算書、付近の見取図（住宅地図等の写し） 

  

３ ２ に掲げる施設の所有権又は使用する権原を証する書類（土地登記の登記事項証明書、公図の

写し、申請者が所有権を有しない場合は、左記に加え、賃貸借契約書の写し） 

 

４ 事業計画書及び収支見積書 

 

５ 連絡先 
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（様式 25） 

 

住民票等の省略について 

 

 

 

（郵便番号）               

住  所                

氏  名               

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 電話番号                

 

 

 

 今回の申請にあたり、  年  月  日付けで許可された、（都道府県・市名）             

 

（許可番号）          の許可証の写しを提出し、住民票等の添付を省略します。 

 

 

 

 

【参考】 

 

１ 代用できる許可証 

  次の許可のうち、当該許可の日から起算して５年を経過しないもの。 

  〈自動車リサイクル法〉 

・解体業の許可 ・破砕業の許可 ・破砕業の変更許可 

〈廃棄物処理法〉 

・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 

  ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業の許可 

  ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の変更許可 

  ・産業廃棄物処理施設の許可又は変更許可 

  ただし、「別に受けた許可に係る許可証の提出の有無  有 ・ 無」、「廃棄物処理法施行規則第９条の２

第５項（同第10条の４第５項、第 10条の12第２項、第 10条の16第２項、第11条第７項）の規定による許

可証の提出の有無  有 ・ 無 」と記載されたものを除く。 

 

２ 省略できる添付書類 

・本人の住民票の写し及び登記事項証明書 

・役員の住民票の写し及び登記事項証明書 

・株主等の住民票の写し及び登記事項証明書又は商業・法人登記の登記事項証明書 

・政令で定める使用人の住民票の写し及び登記事項証明書 

・法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書 

 

３ 留意事項 

  ・更新の申請の際には、省略できないこと。 

  ・役員の変更届には、新役員に係る住民票等の添付が必要であること。 

  ・審査において必要と認められる場合には、省略できない場合もあること。 

 

 



   - 63 - 

（様式 26） 

 

 

連 絡 先 等 
 
 
 
１ 申請者（本社）の住所、氏名（名称） 

 

住 所 
郵便番号（   －     ） 電話番号               
 
 

ふりがな  

氏名 
（名称） 

 

 
 
 
 

２ 申請書（届出書）についての問合せ先 
  

（１） 担当者の問合せ先 

ふりがな  

所属部署  

ふりがな  

担当者氏名 
 

連絡方法 
電話番号  

FAX番号  

 
 （２） 行政書士等の代理人 

ふりがな  

受託者機関  

ふりがな  

受託者 
 

連絡方法 
電話番号  

FAX番号  

 
 注） 実際に申請書を作成した担当者名を記入してください。 
    書類の作成を委託した場合は、直接の担当者名と行政書士等の両方に記載してください。 
    電話番号等は、担当者へ直接連絡できる番号を記入してください。 
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（別紙１） 

後 見 等 登 記 事 項 証 明 書 に つ い て 

 

後見等登記事項証明書は、欠格要件のうち、心身の故障によりその業務を適切に行うことが出来ない者と

して主務省令で定めるものに該当していないかどうかを審査するために必要になる書類です。 

以下により、交付を受けて添付してください。 

 

１ 交付申請する書類 

成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書 

２ 申請手続き 

(1) 窓口申請の場合 

全国の法務局（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡）及び地方法務局の本局戸籍課窓口で取

り扱っています。 

※ 長野県内では、下記の窓口でのみ取り扱っています。 

 

 

 

 

(2) 郵送申請の場合 

ア 東京法務局のみの取り扱いとなっていますので、下記へ申請してください。 

 

 

 

 

イ 申請書の様式は、東京法務局（後見登録課）のほか、最寄りの法務局・地方法務局及びその支局、法

務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/）等でも入手できます。 

ウ 申請書に、１通につき300円の収入印紙（手数料）を貼付し、返信用封筒（あて名を明記の上、返信用

切手を貼付したもの）を同封し、送付してください。 

 

３ 御不明な点は、東京法務局（後見登録課）又は最寄りの法務局・地方法務局にお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒380-0846 長野市旭町 1108 

長野地方法務局 戸籍課 

電話番号：026-235-6629（ダイヤルイン） 

〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎（４階） 

東京法務局 民事行政部 後見登録課 

電話番号：03-5213-1360（ダイヤルイン） 
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（別紙２）  

欠 格 要 件 に つ い て 

 

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６２条第１項第２号に規定する欠格要件は次のものです。  

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことが出来ない者として主務省令で定めるもの又は破産者で復権を

得ないもの  

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者  

ハ この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの（注

１）若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。第３２の３条第７項及び第３２条の１１第１項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治４０年

法律第４５号）第２０４条（傷害罪）、第２０６条（現場助勢罪）、第２０８条（暴行罪）、第２０８条の３

（凶器準備集合罪）、第２２２条（脅迫罪）若しくは第２４７条（背任罪）の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関ス

ル法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者  

ニ 第６６条（第７２条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第７条の４若しくは第１４

条の３の２（廃棄物処理法第１４条の６において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４１条第２

項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による通

知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれら

に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。）であった者で

当該取消しの日から５年を経過しないものを含む。）  

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者  

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この号において「暴力団員

等」という。）  

ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人である場合に

おいては、その役員も含む。）がイからヘまでのいずれかに該当するもの  

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人（注２）のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの  

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの  

ヌ 個人で政令で定める使用人（注２）のうちにイからへまでのいずれかに該当する者のあるもの  

注１）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは、大気汚染防止法、騒音規  

制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、  

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化  

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法  

注２）政令で定める使用人とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者であるもの  

（１）本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）  

（２）継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を  

締結する権限を有する者を置くもの 


